
私たちはボランティア精神を元に活動する市民が集まった特定非営利活動法人です。
活動員として登録して頂くために、当センターに入会して頂きます。
登録後、当法人の活動員として被後見人・補佐人・補助人等に関わっていきます。

【主な内容】　　　　　身上監護・財産管理
【対象者】　　　　　　市内での活動が可能な方で未経験者等
【履修が必要な科目】　愛知県市民後見人養成研修全ての科目
【報酬等】　　　　　　報酬、後見活動・事務費等NPOの定めに準ずる
【その他条件】
　当法人では「後見人の業務」は判断能力が不十分な方へ寄り添い・支援・代理行為を行い、
　その方らしい生き方をサポートすることと捉えています。
　成年被後見人・保佐人・補助人等をサポートする活動に興味をお持ちの方。

活動報酬・通信費・走行費・活動実費など詳しくは下記までお気軽にお問い合わせください。

問合せ先

特定非営利活動法人　豊橋市民成年後見センター
〒440－0837  　豊橋市三ノ輪町本興寺５１－２５　チェリーメリー１Ｆ
　TEL：０５３２－２１－５１００　FAX：０５３２－２１－５１０１
　Email: sinrai215100@chic.ocn.ne.jp

愛知県市民後見人等養成研修　研修修了者向け

豊橋市 における「活躍の場」のご紹介

研修修了者の「活躍の場」について
                  特定非営利活動法人　豊橋市民成年後見センター
            　～安心した暮らしを家族に代わって支援～

法人の紹介、会員募集できるチャンスを頂きました。豊橋市内において、成年後見に興味を
持ち、愛知県市民後見人養成研修を修了した方を積極的に迎えます。

　あなたのやる気が整ったらNPOへ連絡　→　その後、市民後見人として活動する準備を開始

当NPO法人　豊橋市民成年後見センターは、市民後見人としての後見活動を行う
「市民型後見人」を実施中。

事業内容
１．成年後見人等の受任
２．任意後見契約及び任意契約に伴う見守り・代理契約
３．成年後見制度等の相談支援
４．市民型成年後見ボランティアの育成
５．成年後見制度の等の普及・啓蒙活動
６．その他　１から５に関する附帯事業
ボランティア精神を市民後見活動に活かして被後見人・補佐人・補助人等に寄り添った温かみの
ある支援を心がけています。
法人後見の良さを発揮できるよう活動員同士で協力し、サポートを必要とする方々を私たちと
一緒に支援してみませんか。

留意事項　


